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(57)【要約】
【課題】良好な導電性とレジスト膜の濡れ性を有する積
層構成のハードマスク膜を備え、とくにＣＤ均一性に優
れたマスク製造が可能であるマスクブランクを提供する
。
【解決手段】透光性基板１上に、クロムを主成分とする
材料で形成された遮光膜２を有し、該遮光膜２に転写用
パターンを形成する際に電子線描画用レジスト膜５を用
いるマスクブランク１０であって、上記遮光膜２の上面
に、ケイ素の窒化物又は酸窒化物を含む材料で形成され
るエッチングマスク膜３が形成され、該エッチングマス
ク膜３の上面に、フッ素系ガス及び塩素と酸素の混合ガ
スによってドライエッチングが可能である導電性材料で
形成される導電性マスク膜４が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板上に、クロムを主成分とする材料で形成された遮光膜を有し、該遮光膜に転
写用パターンを形成する際に電子線描画用レジスト膜を用いるマスクブランクであって、
　前記遮光膜の上面に設けられ、ケイ素の窒化物又は酸窒化物を含む材料で形成されるエ
ッチングマスク膜と、
　該エッチングマスク膜の上面に設けられ、フッ素系ガス及び塩素ガスによってドライエ
ッチングが可能である導電性材料で形成される導電性マスク膜とを有することを特徴とす
るマスクブランク。
【請求項２】
　前記導電性マスク膜は、モリブデン、チタン、バナジウム、ニオブおよびタングステン
のうち１以上の成分、あるいはその窒化物を含む導電性材料で形成されることを特徴とす
る請求項１記載のマスクブランク。
【請求項３】
　透光性基板上に、順に、位相シフト膜と、クロムを主成分とする材料で形成された遮光
膜とを有し、該遮光膜及び位相シフト膜に転写用パターンを形成する際に電子線描画用レ
ジスト膜を用いるマスクブランクであって、
　前記遮光膜の上面に設けられ、ケイ素を含む材料で形成されるエッチングマスク膜と、
該エッチングマスク膜の上面に設けられ、フッ素系ガスによってドライエッチングが可能
である導電性材料で形成される導電性マスク膜とを有することを特徴とするマスクブラン
ク。
【請求項４】
　前記導電性マスク膜は、タンタル、モリブデン、チタン、バナジウム、ニオブおよびタ
ングステンのうち１以上の成分、あるいはその窒化物を含む導電性材料で形成されること
を特徴とする請求項３記載のマスクブランク。
【請求項５】
　前記位相シフト膜は、モリブデンシリサイドの酸化物、窒化物又は酸窒化物のいずれか
を含む材料で形成されることを特徴とする請求項３又は４記載のマスクブランク。
【請求項６】
　前記導電性マスク膜は、膜厚が２ｎｍ～２０ｎｍであることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか一項に記載のマスクブランク。
【請求項７】
　前記導電性マスク膜の上面に、膜厚が５０ｎｍ～３００ｎｍの電子線描画用レジスト膜
が形成されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載のマスクブラン
ク。
【請求項８】
　請求項７記載のマスクブランクを用いた転写用マスクの製造方法であって、
　前記マスクブランクにおける電子線描画用レジスト膜に対して電子線描画及び現像処理
を行ってレジストパターンを形成する工程と、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電性マスク膜及び前記エッチングマスク膜
をフッ素系ガスでドライエッチングして、導電性マスク膜パターン及びエッチングマスク
膜パターンを形成する工程と、
　前記導電性マスク膜パターン及びエッチングマスク膜パターンをマスクとして前記遮光
膜を塩素と酸素の混合ガスでドライエッチングして、遮光膜パターンを形成する工程と
を有することを特徴とする転写用マスクの製造方法。
【請求項９】
　前記導電性マスク膜パターン及びエッチングマスク膜パターンをマスクとして前記遮光
膜を塩素と酸素の混合ガスでドライエッチングして、遮光膜パターンを形成しつつ、前記
導電性マスク膜パターンを除去することを特徴とする請求項８記載の転写用マスクの製造
方法。
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【請求項１０】
　前記遮光膜パターンをマスクとして前記位相シフト膜をフッ素系ガスでドライエッチン
グして、位相シフト膜パターンを形成しつつ、前記導電性マスク膜パターン及びエッチン
グマスク膜パターンを除去する工程をさらに有することを特徴とする請求項８記載の転写
用マスクの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置製造の際に微細パターン転写に用いられる転写用マスク、および
その転写用マスクの原版であるマスクブランクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体装置の製造工程では、フォトリソグラフィー法を用いて微細パターンの
形成が行われている。また、この微細パターンの形成には通常何枚ものフォトマスク（転
写用マスク）と呼ばれている基板が使用される。このフォトマスクは、一般に透光性のガ
ラス基板上に、金属薄膜等からなる遮光性の微細パターンを設けたものであり、このフォ
トマスクの製造においてもフォトリソグラフィー法が用いられている。
【０００３】
　フォトリソグラフィー法によるフォトマスクの製造には、ガラス基板等の透光性基板上
に遮光膜を有するマスクブランクが用いられる。このマスクブランクを用いたフォトマス
クの製造は、マスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し、所望のパターン描画を施
す描画工程と、所望のパターン描画に従って前記レジスト膜を現像してレジストパターン
を形成する現像工程と、レジストパターンに沿って前記遮光膜をエッチングするエッチン
グ工程と、残存したレジストパターンを剥離除去する工程とを有して行われている。上記
現像工程では、マスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し所望のパターン描画を施
した後に現像液を供給して、現像液に可溶なレジスト膜の部位を溶解し、レジストパター
ンを形成する。また、上記エッチング工程では、このレジストパターンをマスクとして、
ドライエッチング又はウェットエッチングによって、レジストパターンの形成されていな
い遮光膜が露出した部位を溶解し、これにより所望のマスクパターン（遮光膜パターン）
を透光性基板上に形成する。こうして、フォトマスクが出来上がる。
【０００４】
　半導体装置のパターンを微細化するに当たっては、フォトマスクに形成されるマスクパ
ターンの微細化に加え、フォトリソグラフィーで使用される露光光源波長の短波長化が必
要となる。半導体装置製造の際の露光光源としては、近年ではＫｒＦエキシマレーザー（
波長２４８ｎｍ）から、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）へと短波長化が進ん
でいる。
　その一方で、フォトマスクやマスクブランクにおいては、フォトマスクに形成されるマ
スクパターンを微細化するに当たっては、マスクブランク上に形成するレジスト膜の薄膜
化と、フォトマスク製造の際のパターニング手法として、ドライエッチング加工が必要で
ある。
【０００５】
しかし、レジスト膜の薄膜化とドライエッチング加工は、以下に示す技術的な問題が生じ
ている。
　一つは、マスクブランク上のレジスト膜の薄膜化を進める際、遮光膜の加工時間が１つ
の大きな制限事項となっていることである。遮光膜の材料としては、一般にクロムが用い
られ、クロムのドライエッチング加工では、エッチングガスに塩素ガスと酸素ガスの混合
ガスが用いられている。レジストパターンをマスクにして遮光膜をドライエッチングでパ
ターニングする際、レジストは有機膜でありその主成分は炭素であるので、ドライエッチ
ング環境である酸素プラズマに対しては非常に弱い。遮光膜をドライエッチングでパター
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ニングする間、その遮光膜上に形成されているレジストパターンは十分な膜厚で残ってい
なければならない。一つの指標として、マスクパターンの断面形状を良好にするために、
ジャストエッチングタイムの２倍（１００％オーバーエッチング）程度を行っても残存す
るようなレジスト膜厚にしなければならない。例えば、一般には、遮光膜の材料であるク
ロムと、レジスト膜とのエッチング選択比は１以下となっているので、レジスト膜の膜厚
は、遮光膜の膜厚の２倍以上の膜厚が必要となることになる。もちろんパターンのＣＤ精
度向上を実現するためには、レジスト膜の薄膜化が望ましいが、上述の理由からレジスト
膜の膜厚を薄くするといっても限界がある。
【０００６】
　ところが近年の回路パターンの高精細化にともない、フォトマスクのＣＤ精度に対して
益々厳しい要求がなされるようになってきている。半導体集積回路の集積度が増加するに
つれて半導体集積回路の製造過程でのデザインルールはさらに厳しくなり、特にフォトマ
スクのＣＤユニフォーミティ（ＣＤ均一性）やＣＤリニアリティに対する要求が益々厳し
くなってきている。また、回路パターンの高詳細化にともない、露光光の回折が転写パタ
ーンの変形させ、パターン解像性が低下する問題が生じており、その解決手段として、そ
の転写パターンの変形をあらかじめシミュレートで予測し、補正する光近接効果補正（Ｏ
ｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ：ＯＰＣ）技術が多用される
ようになってきている。このＯＰＣ技術では、転写パターンにさらに微細な補助パターン
を設けることで転写パターンの変形を抑制することから、レジストパターンはさらに微細
なものとなる。このため、レジストパターンのパターン線幅とレジスト膜厚との比（アス
ペクト比）が大きくなり、パターンの倒れや剥がれ、スペースパターンの解像性不足が生
じ、問題となっていた。
【０００７】
　そこで、フォトマスクのＣＤユニフォーミティ（ＣＤ均一性）の向上やレジスト膜厚の
薄膜化のために、クロム遮光層のドライエッチング時にレジストパターンの代りにハード
マスクパターンを使用する方法が特許文献１に開示されている。特許文献１に開示された
技術は、上記ハードマスクパターンの利点を有し、さらに導電性を有することから電子線
描画を良好に実施でき、かつクロム遮光層に対してエッチング選択比が大きくとれる等の
利点を有する導電性物質よりなるハードマスク層を備えたもので、ハードマスク層を構成
する物質として、Ｍｏ，ＭｏＳｉ，ＭｏＳｉＯＮ、ＨｆまたはＨｆ化合物、或いはＺｒ，
Ｓｎ，Ｆｅ，ＮｉＳｉ，ＣｏＳｉ及びそれらの化合物等を用いることが開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－６２８８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１では、ハードマスク層を構成する導電性物質として、Ｍ
ｏＳｉ，ＭｏＳｉＯＮが開示されているが、Ｓｉ等を主成分とする物質は導電性が低く、
これらの物質を用いてもハードマスク層の導電性は不十分であるという問題がある。ハー
ドマスク層の導電性が不足していると、たとえば透光性基板上にクロム遮光層とハードマ
スク層とレジスト膜を有するマスクブランクを用いて、レジスト膜に対して電子線描画す
る際に、照射された電子がレジスト膜やハードマスク層に帯電してしまい、この帯電によ
って、照射される電子線が曲げられてしまい、本来電子線が描画すべき位置からずれて描
画され、描画位置精度の悪化を招くという問題を生じる。そしてさらに帯電が進むと、チ
ャージアップによる電子線描画ができなくなる現象が発生するという問題を生じる。
　また、上記特許文献１に開示されているＭｏを用いた単一層のハードマスク層を形成し
た場合、Ｍｏはクロム遮光層のドライエッチングに用いる塩素と酸素の混合ガスでエッチ
ングされる特性を有するため、クロム遮光層のドライエッチング時にハードマスク層とク
ロム遮光層とのエッチング選択比が小さく、ハードマスク層として十分に機能し得ないと
いう問題がある。
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【００１０】
　また、本発明者の検討によれば、上記特許文献１に開示されているＨｆまたはＨｆ化合
物、或いはＺｒ，Ｓｎ，Ｆｅ，ＮｉＳｉ，ＣｏＳｉ及びそれらの化合物等を用いてハード
マスク層を形成した場合、導電性は有するものの、これらのうち、Ｚｒ，Ｓｎ，Ｆｅは、
酸化しやすく、酸化すると導電性が低下してしまう。また、ＮｉＳｉ，ＣｏＳｉや、前記
のＭｏＳｉやＭｏＳｉＯＮのようなシリサイド系材料は、マスクブランクのハードマスク
層の上面に形成する電子線描画用レジスト膜の濡れ性が特に悪く、そのため塗布したレジ
スト膜の膜厚が不均一であったり、たとえば描画後のレジスト膜の現像処理工程でレジス
ト膜が剥離、脱落してしまう場合のあることが判明した。なおこの場合、ハードマスク層
を例えば市販のＨＭＤＳ（Hexamethyldisilazane）等を用いて予め表面処理することによ
り、レジスト膜の密着性を向上させる方法も考えられるが、製造工程が一つ増え、しかも
大気中で実施するため、欠陥の発生率が上昇してしまい、歩留りが悪化するという不具合
を生じる。
【００１１】
　そこで本発明は、上記従来のハードマスクにおける導電性とレジスト膜の濡れ性の２つ
の課題を解決するものであり、その目的とするところは、第一に、良好な導電性とレジス
ト膜の濡れ性を有する積層構成のハードマスク膜を備え、とくにＣＤ均一性やＣＤリニア
リティに優れたマスク製造が可能であるマスクブランクを提供することであり、第二に、
上記マスクブランクを用いて、ＣＤ均一性やＣＤリニアリティに優れた転写マスクの製造
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を有する。
（構成１）透光性基板上に、クロムを主成分とする材料で形成された遮光膜を有し、該遮
光膜に転写用パターンを形成する際に電子線描画用レジスト膜を用いるマスクブランクで
あって、前記遮光膜の上面に設けられ、ケイ素の窒化物又は酸窒化物を含む材料で形成さ
れるエッチングマスク膜と、該エッチングマスク膜の上面に設けられ、フッ素系ガス及び
塩素ガスによってドライエッチングが可能である導電性材料で形成される導電性マスク膜
とを有することを特徴とするマスクブランク。
（構成２）前記導電性マスク膜は、モリブデン、チタン、バナジウム、ニオブおよびタン
グステンのうち１以上の成分、あるいはその窒化物を含む導電性材料で形成されることを
特徴とする構成１記載のマスクブランク。
【００１３】
（構成３）透光性基板上に、順に、位相シフト膜と、クロムを主成分とする材料で形成さ
れた遮光膜とを有し、該遮光膜及び位相シフト膜に転写用パターンを形成する際に電子線
描画用レジスト膜を用いるマスクブランクであって、前記遮光膜の上面に設けられ、ケイ
素を含む材料で形成されるエッチングマスク膜と、該エッチングマスク膜の上面に設けら
れ、フッ素系ガスによってドライエッチングが可能である導電性材料で形成される導電性
マスク膜とを有することを特徴とするマスクブランク。
【００１４】
（構成４）前記導電性マスク膜は、タンタル、モリブデン、チタン、バナジウム、ニオブ
およびタングステンのうち１以上の成分、あるいはその窒化物を含む導電性材料で形成さ
れることを特徴とする構成３記載のマスクブランク。
（構成５）前記位相シフト膜は、モリブデンシリサイドの酸化物、窒化物又は酸窒化物の
いずれかを含む材料で形成されることを特徴とする構成３又は４記載のマスクブランク。
【００１５】
（構成６）前記導電性マスク膜は、膜厚が２ｎｍ～２０ｎｍであることを特徴とする構成
１乃至５のいずれか一項に記載のマスクブランク。
（構成７）前記導電性マスク膜の上面に、膜厚が５０ｎｍ～３００ｎｍの電子線描画用レ
ジスト膜が形成されていることを特徴とする構成１乃至６のいずれか一項に記載のマスク
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ブランク。
【００１６】
（構成８）構成７記載のマスクブランクを用いた転写用マスクの製造方法であって、前記
マスクブランクにおける電子線描画用レジスト膜に対して電子線描画及び現像処理を行っ
てレジストパターンを形成する工程と、前記レジストパターンをマスクとして前記導電性
マスク膜及び前記エッチングマスク膜をフッ素系ガスでドライエッチングして、導電性マ
スク膜パターン及びエッチングマスク膜パターンを形成する工程と、前記導電性マスク膜
パターン及びエッチングマスク膜パターンをマスクとして前記遮光膜を塩素と酸素の混合
ガスでドライエッチングして、遮光膜パターンを形成する工程とを有することを特徴とす
る転写用マスクの製造方法。
【００１７】
（構成９）前記導電性マスク膜パターン及びエッチングマスク膜パターンをマスクとして
前記遮光膜を塩素と酸素の混合ガスでドライエッチングして、遮光膜パターンを形成しつ
つ、前記導電性マスク膜パターンを除去することを特徴とする構成８記載の転写用マスク
の製造方法。
（構成１０）前記遮光膜パターンをマスクとして前記位相シフト膜をフッ素系ガスでドラ
イエッチングして、位相シフト膜パターンを形成しつつ、前記導電性マスク膜パターン及
びエッチングマスク膜パターンを除去する工程をさらに有することを特徴とする請求項８
記載の転写用マスクの製造方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ハードマスクの機能を有し、さらに良好な導電性を有することから電
子線描画を良好に実施でき、しかもレジスト膜の濡れ性が良好であることからマスクブラ
ンクとレジスト膜の密着性を向上できる利点を有するエッチングマスク膜と導電性マスク
膜の積層構成のハードマスク膜を備えることにより、レジスト膜への電子線描画時の描画
位置精度の悪化やチャージアップ現象を抑制でき、とくにＣＤ均一性やＣＤリニアリティ
に優れたマスク製造が可能であるマスクブランクを提供することができる。また、上記マ
スクブランクを用いて、ＣＤ均一性やＣＤリニアリティに優れた転写マスクの製造方法を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述する。
（第１の実施の形態）
　図１は本発明のマスクブランクの第１の実施の形態を示す断面図である。
　図１のマスクブランク１０は、透光性基板１上に、順に、遮光膜２と、エッチングマス
ク膜３と、導電性マスク膜４と、電子線描画用レジスト膜５とを有する形態のものである
。ここで、透光性基板１としては、ガラス基板が一般的である。ガラス基板は、平坦度及
び平滑度に優れるため、フォトマスクを使用して半導体基板上へのパターン転写を行う場
合、転写パターンの歪み等が生じないで高精度のパターン転写を行える。
【００２０】
　上記遮光膜２は、クロムを主成分とする材料で形成される。具体的な遮光膜２の材料と
しては、クロム単体のほか、クロムと、たとえばクロム単体よりもドライエッチング速度
が速くなる添加元素とを含む材料が好ましく挙げられる。このようなクロム単体よりもド
ライエッチング速度が速くなる添加元素としては、例えば酸素及び／又は窒素を含むこと
が好ましい。遮光膜２中に酸素を含む場合の酸素の含有量は、５～８０原子％の範囲が好
適である。酸素の含有量が５原子％未満であると、クロム単体よりもドライエッチング速
度が速くなる効果が得られ難い。一方、酸素の含有量が８０原子％を超えると、波長２０
０ｎｍ以下の例えばＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）においての吸収係数が小
さくなるため、所望の光学濃度を得るためには膜厚を厚くする必要が生じる。
【００２１】
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　また、遮光膜２中に窒素を含む場合の窒素の含有量は、２０～８０原子％の範囲が好適
である。窒素の含有量が２０原子％未満であると、クロム単体よりもドライエッチング速
度が速くなる効果が得られ難い。また、窒素の含有量が８０原子％を超えると、波長２０
０ｎｍ以下の例えばＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）においての吸収係数が小
さくなるため、所望の光学濃度を得るためには膜厚を厚くする必要が生じる。
【００２２】
　また、遮光膜２中に酸素と窒素の両方を含んでもよい。その場合の含有量は、酸素と窒
素の合計が１０～８０原子％の範囲とするのが好適である。また、遮光膜２中に酸素と窒
素の両方を含む場合の酸素と窒素の含有比は、特に制約はされず、吸収係数等の兼ね合い
で適宜決定される。
　なお、酸素及び／又は窒素を含む遮光膜２は、他に炭素、水素等の元素を含んでもよい
。
また、上記遮光膜２は、単層であることに限られず、各層の組成が異なる多層構成として
もよい。また、上記遮光膜２は、その膜厚方向にそって段階的、又は連続的に組成傾斜し
た組成傾斜膜としても良い。
【００２３】
　上記遮光膜２の形成方法は、特に制約する必要はないが、なかでもスパッタリング成膜
法が好ましく挙げられる。スパッタリング成膜法によると、均一で膜厚の一定な膜を形成
することが出来るので、本発明には好適である。透光性基板１上に、スパッタリング成膜
法によって上記遮光膜２を成膜する場合、スパッタターゲットとしてクロム（Ｃｒ）ター
ゲットを用い、チャンバー内に導入するスパッタガスは、アルゴンガスに酸素、窒素もし
くは二酸化炭素等のガスを混合したものを用いる。アルゴンガスに酸素ガス或いは二酸化
炭素ガスを混合したスパッタガスを用いると、クロムに酸素を含む遮光膜を形成すること
ができ、アルゴンガスに窒素ガスを混合したスパッタガスを用いると、クロムに窒素を含
む遮光膜を形成することができる。
【００２４】
　上記遮光膜２の膜厚は、９０ｎｍ以下であることが好ましい。その理由は、近年におけ
るサブミクロンレベルのパターンサイズへのパターンの微細化に対応するためには、膜厚
が９０ｎｍを超えると、ドライエッチング時のパターンのマイクロローディング現象等に
よって、微細パターンの形成が困難となる場合が考えられるためである。膜厚をある程度
薄くすることによって、パターンのアスペクト比（パターン幅に対するパターン高さ（深
さ）の比）の低減を図ることができ、グローバルローディング現象及びマイクロローディ
ング現象による線幅エラーを低減することができる。さらに、膜厚をある程度薄くするこ
とによって、特にサブミクロンレベルのパターンサイズのパターンに対し、パターンへの
ダメージ（倒壊等）を防止することが可能になる。本発明における遮光膜２は、２００ｎ
ｍ以下の露光波長においては、膜厚を９０ｎｍ以下の薄膜としても所望の光学濃度（通常
３．０以上）を得ることができる。遮光膜２の膜厚の下限については、所望の光学濃度が
得られる限りにおいては薄くすることができる。
【００２５】
　上記エッチングマスク膜３は、前記遮光膜２の上面に設けられ、ケイ素の窒化物又は酸
窒化物を含む材料で形成される。具体的なエッチングマスク膜３の材料としては、例えば
、ＳｉＮ，ＳｉＯＮ，ＭｏＳｉＮ，ＭｏＳｉＯＮ等の材料が好ましく挙げられる。
このケイ素の窒化物又は酸窒化物を含む材料で形成されるエッチングマスク膜３は、クロ
ムを主成分とする遮光膜２のドライエッチングに用いる塩素と酸素の混合ガスでエッチン
グされ難い特性を有するため、遮光膜２のドライエッチング時にエッチングマスク膜３と
遮光膜２とのエッチング選択比が大きく、ハードマスクとして機能することができる。
【００２６】
　また後述するように、本実施の形態のマスクブランク１０を用いて、その遮光膜２にパ
ターンを形成してフォトマスクとした場合、上記エッチングマスク膜３は、パターンが形
成された遮光膜２の上に残存するため、反射防止膜（つまり反射防止膜兼エッチングマス
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ク膜）として機能する。遮光膜２の上にケイ素の窒化物又は酸窒化物を含む材料で形成さ
れる反射防止膜を有することによって、露光波長における反射率を例えば２０％以下、好
ましくは１５％以下に抑えることができ、フォトマスク使用時の定在波の影響を低減する
上で望ましい。さらに、マスクブランクやフォトマスクの欠陥検査に用いる波長（例えば
２５７ｎｍ、３６４ｎｍ、４８８ｎｍ等）に対する反射率を例えば３０％以下とすること
が、欠陥を高精度で検出する上で望ましい。特に、エッチングマスク膜３をＳｉＯＮ，Ｍ
ｏＳｉＯＮ等の酸化窒化膜とすることにより、露光波長に対する反射率を低減させ、且つ
、上記検査波長（特に２５７ｎｍ）に対する反射率を２０％以下とすることができるので
望ましい。
【００２７】
上記導電性マスク膜４は、上記エッチングマスク膜３の上面に設けられ、フッ素系ガス及
び塩素系ガスによってドライエッチングが可能である導電性材料で形成される。
このような導電性マスク膜４をエッチングマスク膜３の上面に設けることにより、遮光膜
２上にハードマスク膜としてケイ素の窒化物又は酸窒化物を含む材料で形成される上記エ
ッチングマスク膜３を設けた場合の導電性を向上させることができ、しかもマスクブラン
ク１０の上面、つまり導電性マスク膜４の上面に形成される電子線描画用レジスト膜５の
濡れ性をも改善することができる。すなわち、エッチングマスク膜３と導電性マスク膜４
の積層構成のハードマスク膜とすることにより、ハードマスクの機能を有し、さらに良好
な導電性を有することから電子線描画を良好に実施でき、しかもレジスト膜の濡れ性が良
好であることからマスクブランクとレジスト膜の密着性を向上させることができる。
【００２８】
上記導電性マスク膜４は、モリブデン、チタン、バナジウム、ニオブおよびタングステン
のうち１以上の成分、あるいはその窒化物を含む導電性材料で形成されるのが好ましく、
具体的な材料としては、例えば、ＭｏＮ，ＴｉＮ，ＶＮ，ＮｂＮ，ＷＮ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ｖ
，Ｎｂ等が好ましく挙げられる。
上記エッチングマスク膜３および導電性マスク膜４の形成方法は、特に制約する必要はな
いが、遮光膜２の場合と同様、スパッタリング成膜法が好ましく挙げられる。
【００２９】
上記エッチングマスク膜３の膜厚は、膜厚の下限については、遮光膜２の膜厚との兼ね合
いでエッチングマスクとして機能する限りにおいては薄くすることができる。また、エッ
チングマスク膜３の膜厚が厚いと、導電性マスク膜４とエッチングマスク膜３の積層膜に
パターンを形成するためのレジスト膜の膜厚を厚くする必要が生じ、パターンの転写精度
が低下するおそれがある。従って、エッチングマスク膜３の膜厚は、５ｎｍ～３０ｎｍで
あることが好ましい。
また、上記導電性マスク膜４の膜厚は、２ｎｍ～２０ｎｍの範囲であることが好ましい。
その理由は、導電性マスク膜４の膜厚が２ｎｍ未満であると必要な導電性が十分に得られ
ない場合があり、また、成膜時の膜厚ムラが大きくなってしまう。一方膜厚が２０ｎｍを
超えると、導電性マスク膜４とエッチングマスク膜３の積層膜にパターンを形成するため
のレジスト膜の膜厚を厚くする必要が生じ、パターンの転写精度が低下するおそれがある
からである。なお、エッチングマスク膜３と導電性マスク膜４の積層膜の膜厚は、７ｎｍ
～３２ｎｍの範囲であることが望ましい。合計の膜厚が７ｎｍ未満であると、積層膜での
遮光膜２のエッチングマスクとしての機能が不十分であり、合計の膜厚が３２ｎｍを超え
ると、レジスト膜の膜厚を厚くする必要が生じ、パターンの転写精度が低下するおそれが
あるからである。
【００３０】
また、本実施の形態のマスクブランクは、図１にあるように、上記導電性マスク膜４の上
に、電子線描画用レジスト膜５を形成した形態であっても構わない。該レジスト膜５の膜
厚は、導電性マスク膜４およびエッチングマスク膜３の積層膜のパターン精度（ＣＤ精度
）を良好にするためには、できるだけ薄い方が好ましい。具体的には、レジスト膜５の膜
厚は、３００ｎｍ以下が好ましい。さらに好ましくは、２００ｎｍ以下、さらに好ましく
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は１５０ｎｍ以下とすることが望ましい。レジスト膜５の膜厚の下限は、レジストパター
ンをマスクにして上記導電性マスク膜４およびエッチングマスク膜３の積層膜をドライエ
ッチングしたときに、レジスト膜が残存するように設定されるが、例えば５０ｎｍ以上で
ある。また、高い解像度を得るために、レジスト膜５の材料はレジスト感度の高い化学増
幅型レジストが好ましい。また、化学増幅型レジストは、従来電子線描画で一般に使用さ
れていた高分子型レジストに比べてドライエッチング耐性が良く、レジスト膜厚をさらに
薄膜化することができる。
【００３１】
　次に、図１に示すマスクブランク１０を用いたフォトマスク（転写用マスク）の製造方
法を説明する。
　図２は、マスクブランク１０を用いたフォトマスクの製造工程を順に示す断面図である
。
　図１に示すマスクブランク１０に形成されたレジスト膜５（ここではポジ型電子線描画
用レジスト膜とする）に対し、電子線描画装置を用いて、所望のパターン描画を行い、描
画後、レジスト膜５を現像処理してレジストパターン５ａを形成する（図２（ａ）参照）
。
本実施の形態においては、導電性マスク膜４の上面に形成される電子線描画用レジスト膜
５の濡れ性が良好であることから、マスクブランクとレジスト膜の密着性を向上させるこ
とができる。また、本実施の形態では、遮光膜２上に、エッチングマスク膜３と導電性マ
スク膜４の積層構成のハードマスク膜を設けることにより、ハードマスクの機能を有し、
しかも良好な導電性を有することから、レジスト膜５に対する電子線描画を良好に実施で
きる。
【００３２】
次に、上記レジストパターン５ａをマスクとして、前記導電性マスク膜４及びエッチング
マスク膜３の積層膜をフッ素系ガス（例えばＳＦ６等）でドライエッチングして、導電性
マスク膜パターン４ａ及びエッチングマスク膜パターン３ａを形成する（図２（ｂ）参照
）。本実施の形態の導電性マスク膜４及びエッチングマスク膜３はいずれもフッ素系ガス
を用いて良好なドライエッチングが可能である。
次いで、残存する上記レジストパターン５ａを剥離除去する（図２（ｃ）参照）。
【００３３】
次に、上記導電性マスク膜パターン４ａ及びエッチングマスク膜パターン３ａをマスクと
して、前記遮光膜２を塩素系（例えばＣｌ２，ＳｉＣｌ４，ＨＣｌ，ＣＣｌ４，ＣＨＣｌ

３等）と酸素の混合ガスでドライエッチングして、遮光膜パターン２ａを形成する（図２
（ｄ）参照）。
なお、本実施の形態における導電性マスク膜３は、フッ素系ガスによっても塩素と酸素の
混合ガスによってもドライエッチングが可能である導電性材料で形成されているため、上
述の遮光膜２を塩素と酸素の混合ガスでドライエッチングした際に、遮光膜パターン２ａ
を形成しつつ、導電性マスク膜パターン４ａは除去される。
【００３４】
　こうして、図２（ｄ）に示すような、透光性基板１上に、遮光膜パターン２ａと反射防
止機能を有するエッチングマスク膜パターン３ａの積層膜からなるパターンが形成された
フォトマスク２０ができあがる。
　本発明によれば、遮光膜上に、ハードマスクの機能を有し、さらに良好な導電性を有す
ることから電子線描画を良好に実施でき、しかもレジスト膜の濡れ性が良好であることか
らマスクブランクとレジスト膜の密着性を向上できるエッチングマスク膜と導電性マスク
膜の積層構成のハードマスク膜を備えることにより、とくにＣＤ均一性やＣＤリニアリテ
ィに優れたフォトマスク製造が可能である。
【００３５】
（第２の実施の形態）
　図３を用いて本発明のマスクブランクの第２の実施の形態を説明する。本実施の形態は
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、位相シフトマスクブランクおよび該マスクブランクを用いて得られる位相シフトマスク
に関するものである。
　図３のマスクブランク３０は、透光性基板１上に、位相シフト膜６と、その上の遮光膜
２と、エッチングマスク膜３と、導電性マスク膜４と、電子線描画用レジスト膜５とを有
する形態のものである。透光性基板１については、上記第１の実施の形態で説明したので
省略する。
【００３６】
　上記位相シフト膜６は、実質的に露光に寄与しない強度の光（例えば、露光波長に対し
て１％～２０％）を透過させるものであって、所定の位相差を有するものである。この位
相シフト膜６は、該位相シフト膜６をパターニングした光半透過部と、該位相シフト膜６
が形成されていない実質的に露光に寄与する強度の光を透過させる光透過部とによって、
光半透過部を透過した光の位相が光透過部を透過した光の位相に対して実質的に反転した
関係になるようにすることによって、光半透過部と光透過部との境界部近傍を通過し回折
現象によって互いに相手の領域に回りこんだ光が互いに打ち消しあうようにし、境界部に
おける光強度をほぼゼロとし境界部のコントラスト即ち解像度を向上させるものである。
【００３７】
　この位相シフト膜６は、その上に形成される遮光膜２とエッチング特性が異なる材料と
することが好ましい。例えば、位相シフト膜６の材料としては、モリブデン、タンタル、
タングステン、ジルコニウム等との金属シリサイドの酸化物、窒化物又は酸窒化物のいず
れかを含む材料が好ましく挙げられる。さらにに好ましくは、モリブデンシリサイドの酸
化物、窒化物又は酸窒化物が挙げられる。また、位相シフト膜６は、単層でも多層構成で
あっても構わない。例えば、基板側から主として透過率調整機能を有すると、膜主として
位相差調整機能を有する膜とが積層する２層構造の位相シフト膜が挙げられ、例えば、主
として位相差調整機能を有するＳｉＯＮ膜と、主として透過率調整機能を有するＴａＨｆ
膜の２層構造の位相シフト膜などがある。
　なお、上記位相シフト膜６はたとえばスパッタリング成膜法によって形成され、その膜
厚は、露光波長に対する透過率、位相差を考慮して適宜設定される。
【００３８】
また、上記遮光膜２については、上記第１の実施の形態の場合と同様であるが、本実施の
形態における遮光膜２は、表層部（上層部）に反射防止機能層を含むことが望ましい。そ
の場合、反射防止機能層としては、例えばＣｒＯＮ，ＣｒＯ，ＣｒＣＯ，ＣｒＣＯＮ等の
材質が好ましく挙げられる。遮光膜２に反射防止機能層を含むことによって、露光波長に
おける反射率を例えば２０％以下、好ましくは１５％以下に抑えることが、フォトマスク
使用時の定在波の影響を低減する上で望ましい。さらに、マスクブランクやフォトマスク
の欠陥検査に用いる波長（例えば２５７ｎｍ、３６４ｎｍ、４８８ｎｍ等）に対する反射
率を例えば３０％以下とすることが、欠陥を高精度で検出する上で望ましい。特に、反射
防止機能層として炭素を含むことにより、露光波長に対する反射率を低減させ、且つ、上
記検査波長（特に２５７ｎｍ）に対する反射率が２０％以下とすることができる。
【００３９】
本実施の形態では、上記エッチングマスク膜３は、前記遮光膜２の上面に設けられ、ケイ
素を含む材料で形成される。具体的なエッチングマスク膜３の材料としては、ケイ素また
はモリブデンシリサイドの酸化物、窒化物又は酸窒化物のいずれかを含む材料が挙げられ
、例えば、ＳｉＮ，ＳｉＯＮ，ＭｏＳｉＮ，ＭｏＳｉＯＮ等の材料が好ましく挙げられる
。
このケイ素を含む材料で形成されるエッチングマスク膜３は、クロムを主成分とする遮光
膜２のドライエッチングに用いる塩素と酸素の混合ガスでエッチングされ難い特性を有す
るため、遮光膜２のドライエッチング時にエッチングマスク膜３と遮光膜２とのエッチン
グ選択比が大きく、ハードマスクとして機能することができる。
　なお、本実施の形態のマスクブランク３０を用いて、フォトマスクとした場合、上記エ
ッチングマスク膜３は、パターンが形成された遮光膜２の上に残存しないため、反射防止
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機能を持たせることを考慮する必要はない。
【００４０】
本実施の形態では、上記導電性マスク膜４は、上記エッチングマスク膜３の上面に設けら
れ、フッ素系ガスによってドライエッチングが可能である導電性材料で形成される。
このような導電性マスク膜４をエッチングマスク膜３の上面に設けることにより、遮光膜
２上にハードマスク膜としてケイ素を含む材料で形成される上記エッチングマスク膜３を
設けた場合の導電性を向上させることができ、しかも導電性マスク膜４の上面に形成され
る電子線描画用レジスト膜５の濡れ性をも改善することができる。
【００４１】
本実施の形態では上記導電性マスク膜４は、少なくともフッ素系ガスによってドライエッ
チングが可能であればよいので、タンタル、モリブデン、チタン、バナジウム、ニオブお
よびタングステンのうち１以上の成分、あるいはその窒化物を含む導電性材料で形成され
るのが好ましく、具体的な材料としては、例えば、ＴａＮ，ＭｏＮ，ＴｉＮ，ＶＮ，Ｎｂ
Ｎ，ＷＮ，ＴＡ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ｖ，Ｎｂ等が好ましく挙げられる。なお、このうちモリブ
デン、チタン、バナジウム、ニオブおよびタングステン、あるいはその窒化物は、フッ素
系ガスだけでなく塩素と酸素の混合ガスによってもドライエッチングが可能である。
上記エッチングマスク膜３および導電性マスク膜４の形成方法、膜厚については、前述の
第１の実施の形態の場合と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００４２】
また、本実施の形態のマスクブランク３０においても、図３にあるように、上記導電性マ
スク膜４の上に、電子線描画用レジスト膜５を形成した形態であっても構わない。該レジ
スト膜５の膜厚については、前述の第１の実施の形態の場合と同様である。
【００４３】
　次に、図３に示すマスクブランク３０を用いたフォトマスク（転写用マスク）の製造方
法を説明する。
　図４は、マスクブランク３０を用いたフォトマスクの製造工程を順に示す断面図である
。
　図３に示すマスクブランク３０に形成されたレジスト膜５（ここではポジ型電子線描画
用レジスト膜とする）に対し、電子線描画装置を用いて、所望のパターン描画を行い、描
画後、レジスト膜５を現像処理してレジストパターン５ａを形成する（図４（ａ）参照）
。
【００４４】
本実施の形態においては、導電性マスク膜４の上面に形成される電子線描画用レジスト膜
５の濡れ性が良好であることから、マスクブランクとレジスト膜の密着性を向上させるこ
とができる。また、本実施の形態では、遮光膜２上に、エッチングマスク膜３と導電性マ
スク膜４の積層構成のハードマスク膜を設けて機能分離させることにより、ハードマスク
の機能を有するとともに、良好な導電性を有することから、レジスト膜５に対する電子線
描画を良好に実施できる。
【００４５】
次に、上記レジストパターン５ａをマスクとして、前記導電性マスク膜４及びエッチング
マスク膜３の積層膜をフッ素系ガス（例えばＳＦ６等）でドライエッチングして、導電性
マスク膜パターン４ａ及びエッチングマスク膜パターン３ａを形成する（図４（ｂ）参照
）。本実施の形態の導電性マスク膜４及びエッチングマスク膜３はいずれもフッ素系ガス
を用いて良好なドライエッチングが可能である。
次いで、残存する上記レジストパターン５ａを剥離除去する（図４（ｃ）参照）。
【００４６】
次に、上記導電性マスク膜パターン４ａ及びエッチングマスク膜パターン３ａをマスクと
して、前記遮光膜２を塩素系（例えばＣｌ２，ＳｉＣｌ４，ＨＣｌ、ＣＣｌ４、ＣＨＣｌ

３等）と酸素の混合ガスでドライエッチングして、遮光膜パターン２ａを形成する（図４
（ｄ）参照）。
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なお、導電性マスク膜３が、前述のフッ素系ガスだけでなく塩素と酸素の混合ガスによっ
てもドライエッチングが可能である導電性材料で形成されている場合、上述の遮光膜２を
塩素と酸素の混合ガスでドライエッチングした際に、遮光膜パターン２ａを形成しつつ、
導電性マスク膜パターン４ａは除去される。
【００４７】
次に、上記遮光膜パターン２ａをマスクとして、前記位相シフト膜６をフッ素系ガスでド
ライエッチングして、位相シフト膜パターン６ａを形成する（図４（ｅ）参照）。この際
、露出している導電性マスク膜パターン４ａ及びエッチングマスク膜パターン３ａ（上記
（ｃ）工程で導電性マスク膜パターン４ａがすでに除去されている場合は、エッチングマ
スク膜パターン３ａのみ）についてもフッ素系ガスによってエッチングされて除去される
。
【００４８】
次に、再度、前記と同じレジスト膜を塗布し、転写領域内の不要な遮光膜パターンを除去
するためのパターン露光を行った後、該レジスト膜を現像処理して、遮光膜パターン２ａ
のうちの遮光帯として残す部分の表面にレジストパターン５ｂを形成する（図４（ｆ）参
照）。次いで、塩素と酸素の混合ガスによるドライエッチングを用いて不要な部分を除去
した遮光膜パターン２ｂを形成し（図４（ｇ）参照）、残存するレジストパターン５ｂを
剥離して、位相シフトマスク４０を得る。
こうして、図４（ｈ）に示すような、透光性基板１上に、位相シフト膜パターン６ａとそ
の位相シフト膜パターン６ａ上の一部に遮光膜パターン２ｂが形成された位相シフトマス
ク４０ができあがる。
【００４９】
　以上説明した本実施の形態によれば、遮光膜上に、ハードマスクの機能を有し、さらに
良好な導電性を有することから電子線描画を良好に実施でき、しかもレジスト膜の濡れ性
が良好であることからマスクブランクとレジスト膜の密着性を向上できるエッチングマス
ク膜と導電性マスク膜の積層構成のハードマスク膜を備えることにより、ＣＤ精度の高い
遮光膜パターンが形成され、さらにこの遮光膜パターンが位相シフト膜に転写されるので
、とくにＣＤ均一性やＣＤリニアリティに優れた位相シフトマスク製造が可能である。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例により、本発明の実施の形態を更に具体的に説明する。併せて、実施例に
対する比較例についても説明する。
（実施例１）
　石英ガラスからなる透光性基板上に、ＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、スパッ
タターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンと窒素と二酸化炭素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：１８ｓｃｃｍ、Ｎ２：１０ｓｃｃｍ、ＣＯ２：１８．８ｓｃｃｍ、
Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行い、膜厚１２ｎ
ｍのＣｒＯＣＮからなる裏面反射防止層を形成した。
続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウムの混合ガス雰囲気
（Ａｒ：１３ｓｃｃｍ、ＮＯ＝１１．１ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電力１．
７１ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚５５ｎｍのＣｒＯＮからなる
遮光層を形成した。このようにして、総膜厚が６７ｎｍの裏面反射防止層及び遮光層から
なる遮光膜が形成された。
【００５１】
続いて、スパッタターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計
含有量に対するＭｏ含有量が９．５％）を使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：８ｓｃｃｍ、ＮＯ＝２９ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電
力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚１５ｎｍのＭｏＳｉＯＮ
からなる反射防止膜兼エッチングマスク膜を形成した。
なお、反応性スパッタリング時には、ＤＣ電源とスパッタリングカソードの間にパルス発
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生ユニットを挿入し、ＤＣパルススパッタリングを行った。
続いて、スパッタターゲットとしてＭｏターゲットを使用し、アルゴンと窒素の混合ガス
雰囲気（Ａｒ：２４ｓｃｃｍ、Ｎ２：３ｓｃｃｍ）中で、電力０．６ｋＷの反応性スパッ
タリングを行うことによって、膜厚３ｎｍのＭｏＮからなる導電性マスク膜を形成した。
【００５２】
上記のように作製した裏面反射防止層と遮光層と反射防止膜兼エッチングマスク膜との積
層構造において、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する反射率は５．５％
となっており、透光性基板の裏面側からの戻り光に対して反射を抑制しうる反射防止機能
を有していた。また、上記裏面反射防止層と遮光層と反射防止膜兼エッチングマスク膜と
の積層構造において、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する光学濃度（Ｏ
Ｄ：Optical Density）は３．０であった。
以上のようにしてバイナリマスクブランクを作製した。
【００５３】
次に、上記バイナリマスクブランクを用いて、フォトマスクの製造を行った。
まず、上記マスクブランク上に、電子線描画用ポジ型レジスト膜（富士フィルムエレクト
ロニクスマテリアルズ社製　ＰＲＬ００９）を１５０ｎｍの膜厚に形成した。レジスト膜
の形成は、スピンナー（回転塗布装置）を用いて、回転塗布した。レジスト膜の濡れ性に
問題はなかった。なお、上記レジスト膜を塗布後、加熱乾燥装置を用いて所定の加熱乾燥
処理を行った。
　次にマスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し、電子線描画装置を用いて所望の
パターン描画を行った後、所定の現像液で現像してレジストパターンを形成した。
【００５４】
次に、上記レジストパターンをマスクとして、上記導電性マスク膜および反射防止膜兼エ
ッチングマスク膜のドライエッチングを行って導電性マスク膜パターンおよび反射防止膜
兼エッチングマスク膜パターンを形成した。ドライエッチングガスとして、フッ素系のＳ
Ｆ６ガスを用いた。
　続いて、残存するレジストパターンを剥離後、上記反射防止膜兼エッチングマスク膜パ
ターンをマスクとして、上記裏面反射防止層と遮光層とからなる遮光膜のドライエッチン
グを行って遮光膜パターンを形成した。ドライエッチングガスとして、Ｃｌ２とＯ２の混
合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いた。なお、この遮光膜のドライエッチングによっ
て、上記導電性マスク膜パターンは除去されたため、遮光膜のドライエッチング終了後、
形成されたパターンの表面には反射防止膜兼エッチングマスク膜パターンが露出していた
。
　以上のようにして本実施例のフォトマスクを得た。
【００５５】
　得られた本実施例のフォトマスクについては、パターン線幅の設計寸法と、得られた遮
光膜パターンの実測値とのずれ量をＣＤリニアリティとして評価を行った。本実施例のフ
ォトマスクのＣＤリニアリティは、３ｎｍであった。この値は、半導体デザインルールに
おけるＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められるＣＤリニアリティ値を
十分に満足するものであった。また、ＣＤ均一性についても十分に満足するものであった
。
　また、上記導電性マスク膜の材料として上記ＭｏＮの代りに、ＷＮ，ＴｉＮ，ＶＮ，Ｎ
ｂＮ，Ｍｏ，Ｔｉ，Ｖ，Ｎｂをそれぞれ使用したこと以外は上記実施例１と同様にして各
マスクブランクを作製し、これら各マスクブランクを用いてフォトマスクを作製したとこ
ろ、いずれのフォトマスクにおいても３ｎｍ～４ｎｍと良好なＣＤリニアリティの遮光膜
パターンが得られた。上記の各材質で導電性マスク膜の膜厚を２ｎｍとしたこと以外は実
施例１と同様にして各マスクブランクを作製し、これら各マスクブランクを用いてフォト
マスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても、ＣＤリニアリティが４ｎｍ
以下と、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を十分に満足する
ものであった。それぞれのＣＤ均一性についても十分に満足するものであった。
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【００５６】
（実施例２）
　石英ガラスからなる透光性基板上に、ＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、スパッ
タターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計含有量に対する
Ｍｏ含有量が９．５％）を使用し、アルゴンと窒素とヘリウムの混合ガス雰囲気（Ａｒ：
９ｓｃｃｍ、Ｎ２＝８１ｓｃｃｍ、Ｈｅ：７６ｓｃｃｍ）中で、電力２．８ｋＷの反応性
スパッタリングを行うことによって、膜厚６９ｎｍのＭｏＳｉＮからなる位相シフト膜を
形成した。なお、この位相シフト膜は、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）でお
いて、透過率は６％、位相シフト量が略１８０度となっている。
【００５７】
次に、上記位相シフト膜上に、同じくＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、スパッタ
ターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンと二酸化炭素と窒素とヘリウムの混合
ガス雰囲気（Ａｒ：２０ｓｃｃｍ、ＣＯ２：３５ｓｃｃｍ、Ｎ２：５ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３
０ｓｃｃｍ）中で、電力１．５ｋＷの反応性スパッタリングを行い、膜厚３０ｎｍのＣｒ
ＯＣＮからなる裏面反射防止層を形成した。
続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンと窒素の混合ガス雰囲気（Ａｒ：２５ｓｃ
ｃｍ、Ｎ２：５ｓｃｃｍ）中で、電力１．７ｋＷの反応性スパッタリングを行い、膜厚４
ｎｍのＣｒＮからなる遮光層を形成した。
さらに続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンと二酸化炭素と窒素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：２０ｓｃｃｍ、ＣＯ２：３５ｓｃｃｍ、Ｎ２＝１０ｓｃｃｍ、Ｈｅ
：３０ｓｃｃｍ）中で、電力１．７ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜
厚１４ｎｍのＣｒＯＣＮからなる反射防止層を形成した。このようにして、総膜厚が４８
ｎｍの裏面反射防止層と遮光層と反射防止層とからなる遮光膜が形成された。
【００５８】
続いて、スパッタターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計
含有量に対するＭｏ含有量が９．５％）を使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：８ｓｃｃｍ、ＮＯ＝２９ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電
力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚１２ｎｍのＭｏＳｉＯＮ
からなるエッチングマスク膜を形成した。
なお、反応性スパッタリング時には、ＤＣ電源とスパッタリングカソードの間にパルス発
生ユニットを挿入し、ＤＣパルススパッタリングを行った。
続いて、スパッタターゲットとしてＭｏターゲットを使用し、アルゴンと窒素の混合ガス
雰囲気（Ａｒ：２４ｓｃｃｍ、Ｎ２：３ｓｃｃｍ）中で、電力０．６ｋＷの反応性スパッ
タリングを行うことによって、膜厚３ｎｍのＭｏＮからなる導電性マスク膜を形成した。
【００５９】
上記のように作製した位相シフト膜と遮光膜（裏面反射防止層と遮光層と反射防止層）と
の積層構造において、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する反射率は２３
．６％となっており、透光性基板の裏面側からの戻り光に対して反射を抑制しうる反射防
止機能を有していた。また、上記位相シフト膜と遮光膜との積層構造において、ＡｒＦエ
キシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する光学濃度（ＯＤ：Optical Density）は３．
１であった。
以上のようにしてハーフトーン型位相シフトマスクブランクを作製した。
【００６０】
次に、上記位相シフトマスクブランクを用いて、位相シフトマスクの製造を行った。
まず、上記マスクブランク上に、電子線描画用ポジ型レジスト膜（富士フィルムエレクト
ロニクスマテリアルズ社製　ＰＲＬ００９）を１５０ｎｍの膜厚に形成した。レジスト膜
の形成は、スピンナー（回転塗布装置）を用いて、回転塗布した。レジスト膜の濡れ性に
問題はなかった。なお、上記レジスト膜を塗布後、加熱乾燥装置を用いて所定の加熱乾燥
処理を行った。
　次にマスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し、電子線描画装置を用いて所望の
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パターン描画を行った後、所定の現像液で現像してレジストパターンを形成した。
【００６１】
次に、上記レジストパターンをマスクとして、上記導電性マスク膜およびエッチングマス
ク膜のドライエッチングを行って導電性マスク膜パターンおよびエッチングマスク膜パタ
ーンを形成した。ドライエッチングガスとして、フッ素系のＳＦ６ガスを用いた。
　続いて、残存するレジストパターンを剥離後、上記エッチングマスク膜パターンをマス
クとして、上記裏面反射防止層と遮光層と反射防止層の積層からなる遮光膜のドライエッ
チングを行って遮光膜パターンを形成した。ドライエッチングガスとして、Ｃｌ２とＯ２

の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いた。なお、この遮光膜のドライエッチングに
よって、上記導電性マスク膜パターンは除去されたため、遮光膜のドライエッチング終了
後、形成された遮光膜パターンの表面にはエッチングマスク膜パターンが露出していた。
【００６２】
次に、上述の遮光膜パターンをマスクとして、上記位相シフト膜のドライエッチングを行
って位相シフト膜パターンを形成した。ドライエッチングガスとして、フッ素系のＳＦ６

ガスを用いた。なお、この位相シフト膜のドライエッチングによって、上記エッチングマ
スク膜パターンは除去されたため、位相シフト膜のドライエッチング終了後、遮光膜パタ
ーンが露出していた。
　次に、再度前記と同じレジスト膜を塗布し、転写領域内の不要な遮光膜パターンを除去
するためのパターン露光を行った後、該レジスト膜を現像してレジストパターンを形成し
た。次いで、Ｃｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）によるドライエッチング
を用いて不要な遮光膜パターンを除去し、残存するレジストパターンを剥離して、本実施
例の位相シフトマスクを得た。
【００６３】
　得られた本実施例の位相シフトマスクは、形成した位相シフト膜パターンのＣＤリニア
リティは、３ｎｍであり、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値
を十分に満足するものであった。また、ＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。また、実施例２と同様に、実施例１で行ったように、導電性マスク膜の材質を変えて
マスクブランクおよびフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても
３ｎｍ～４ｎｍと良好なＣＤリニアリティの遮光膜パターンが得られた。さらに、上記の
各材質で導電性マスク膜の膜厚を２ｎｍとし、エッチングマスク膜の膜厚を５ｎｍとした
こと以外は実施例２と同様にして各マスクブランクを作製し、これら各マスクブランクを
用いてフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても、ＣＤリニアリ
ティが５ｎｍ未満と、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を十
分に満足するものであった。それぞれのＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。
【００６４】
（実施例３）
　実施例２の位相シフトマスクブランクにおけるＭｏＮからなる導電性マスク膜に代えて
、以下のように形成したＴａＮからなる導電性マスク膜を適用したこと以外は、実施例２
と同様にして本実施例の位相シフトマスクブランクを作製した。
　スパッタターゲットとしてＴａターゲットを使用し、キセノンと窒素の混合ガス雰囲気
（Ｘｅ：１１ｓｃｃｍ、Ｎ２：１５ｓｃｃｍ）中で、電力１．５ｋＷの反応性スパッタリ
ングを行うことによって、膜厚３ｎｍのＴａＮからなる導電性マスク膜を形成した。
【００６５】
得られた本実施例の位相シフトマスクブランクを用いて、実施例２と同様に位相シフトマ
スクの製造を行った。
　得られた本実施例の位相シフトマスクは、形成した位相シフト膜パターンのＣＤリニア
リティは、３ｎｍであり、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値
を十分に満足するものであった。また、ＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。また、導電性マスク膜の膜厚を２ｎｍとし、エッチングマスク膜の膜厚を５ｎｍとし
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たこと以外は実施例３と同様にして各マスクブランクを作製し、これら各マスクブランク
を用いてフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても、ＣＤリニア
リティが５ｎｍ未満と、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を
十分に満足するものであった。ＣＤ均一性についても十分に満足するものであった。
【００６６】
（実施例４）
　実施例２の位相シフトマスクブランクにおけるＭｏＳｉＯＮからなるエッチングマスク
膜に代えて、以下のように形成したＳｉＯＮからなるエッチングマスク膜を適用したこと
以外は、実施例２と同様にして本実施例の位相シフトマスクブランクを作製した。
　スパッタターゲットとしてＳｉターゲットを使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウム
の混合ガス雰囲気（Ａｒ：８ｓｃｃｍ、ＮＯ＝２９ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で
、電力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚１５ｎｍのＳｉＯＮ
からなるエッチングマスク膜を形成した。
【００６７】
得られた本実施例の位相シフトマスクブランクを用いて、実施例２と同様に位相シフトマ
スクの製造を行った。
　得られた本実施例の位相シフトマスクは、形成した位相シフト膜パターンのＣＤリニア
リティは、３ｎｍであり、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値
を十分に満足するものであった。また、ＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。また、実施例４と同様に、実施例１で行ったように、導電性マスク膜の材質を変えて
マスクブランクおよびフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても
３ｎｍ～４ｎｍと良好なＣＤリニアリティの遮光膜パターンが得られた。さらに、上記の
各材質で導電性マスク膜の膜厚を２ｎｍとし、エッチングマスク膜の膜厚を５ｎｍとした
こと以外は実施例４と同様にして各マスクブランクを作製し、これら各マスクブランクを
用いてフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても、ＣＤリニアリ
ティが５ｎｍ未満と、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を十
分に満足するものであった。それぞれのＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。
【００６８】
（実施例５）
石英ガラスからなる透光性基板上に、ＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、スパッタ
ターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計含有量に対するＭ
ｏ含有量が４％）を使用し、アルゴン、窒素、酸素およびヘリウムの混合ガス雰囲気（Ａ
ｒ：１１．５ｓｃｃｍ、Ｎ２＝５０ｓｃｃｍ、Ｏ２＝８．１ｓｃｃｍ、Ｈｅ：１００ｓｃ
ｃｍ）中で、反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚７４ｎｍのＭｏＳｉＯＮか
らなる位相シフト膜を形成した。なお、この位相シフト膜は、ＡｒＦエキシマレーザー（
波長１９３ｎｍ）でおいて、透過率は２０％、位相シフト量が１７７．４度となっている
。
【００６９】
次に、上記位相シフト膜上に、同じくＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、スパッタ
ターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンと二酸化炭素と窒素とヘリウムの混合
ガス雰囲気（Ａｒ：１８ｓｃｃｍ、ＣＯ２：１８．８ｓｃｃｍ、Ｎ２：１０ｓｃｃｍ、Ｈ
ｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行い、膜厚２８ｎｍ
のＣｒＯＣＮからなる裏面反射防止層を形成した。
続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウムの混合ガス雰囲気
（Ａｒ：１３ｓｃｃｍ、ＮＯ：１１．１ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電力１．
７１ｋＷの反応性スパッタリングを行い、膜厚７ｎｍのＣｒＯＮからなる遮光層を形成し
た。
さらに続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンと窒素と二酸化炭素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：１８ｓｃｃｍ、Ｎ２：１０ｓｃｃｍ、ＣＯ２：１８．８ｓｃｃｍ、
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Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行い、膜厚１５ｎ
ｍのＣｒＯＣＮからなる反射防止層を形成した。このようにして、総膜厚が５０ｎｍの裏
面反射防止層と遮光層と反射防止層とからなる遮光膜が形成された。
【００７０】
次に、上記遮光膜上に、実施例２と同様の膜厚１５ｎｍのＭｏＳｉＯＮからなるエッチン
グマスク膜および膜厚３ｎｍのＭｏＮからなる導電性マスク膜を形成した。
上記のように作製した位相シフト膜と遮光膜（裏面反射防止層と遮光層と反射防止層）と
の積層構造において、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する反射率は１８
．８％となっており、透光性基板の裏面側からの戻り光に対して反射を抑制しうる反射防
止機能を有していた。また、上記位相シフト膜と遮光膜との積層構造において、ＡｒＦエ
キシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する光学濃度（ＯＤ：Optical Density）は３．
０であった。
以上のようにして本実施例のハーフトーン型位相シフトマスクブランクを作製した。
【００７１】
得られた本実施例の位相シフトマスクブランクを用いて、実施例２と同様に位相シフトマ
スクの製造を行った。
　得られた本実施例の位相シフトマスクは、形成した位相シフト膜パターンのＣＤリニア
リティは、３ｎｍであり、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値
を十分に満足するものであった。また、ＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。また、実施例５と同様に、実施例１で行ったように、導電性マスク膜の材質を変えて
マスクブランクおよびフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても
３ｎｍ～４ｎｍと良好なＣＤリニアリティの遮光膜パターンが得られた。さらに、上記の
各材質で導電性マスク膜の膜厚を２ｎｍとし、エッチングマスク膜の膜厚を５ｎｍとした
こと以外は実施例５と同様にして各マスクブランクを作製し、これら各マスクブランクを
用いてフォトマスクを作製したところ、いずれのフォトマスクにおいても、ＣＤリニアリ
ティが５ｎｍ未満と、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を十
分に満足するものであった。それぞれのＣＤ均一性についても十分に満足するものであっ
た。
【００７２】
（比較例１）
石英ガラスからなる透光性基板上に、インライン型のＤＣマグネトロンスパッタ装置を用
いて、裏面反射防止層と表面層（遮光層と反射防止層とを兼ねる層）とからなる総膜厚が
７３ｎｍの遮光膜を連続成膜で形成した。
最初に、スパッタターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンと窒素の混合ガス雰
囲気（Ａｒ：７２ｓｃｃｍ、Ｎ２：２８ｓｃｃｍ）中で、電力１．７ｋＷの反応性スパッ
タリングを行い、ＣｒＮからなる裏面反射防止層を形成した。
続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンおよびメタンの混合ガスと、一酸化窒素と
、ヘリウムの混合ガス雰囲気（Ａｒ＋ＣＨ４：１０５ｓｃｃｍ、ＮＯ＝３ｓｃｃｍ、Ｈｅ
：４０ｓｃｃｍ）中で、電力１．７ｋＷの反応性スパッタリングを行い、下層にＣｒＣＮ
層、上層にＣｒＯＮ層の２層構造の表面層を形成した。
【００７３】
続いて、スパッタターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計
含有量に対するＭｏ含有量が９．５％）を使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：８ｓｃｃｍ、ＮＯ＝２９ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電
力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚１５ｎｍのＭｏＳｉＯＮ
からなるエッチングマスク膜を形成した。
【００７４】
上記のように作製した裏面反射防止層と表面層との積層からなる遮光膜において、ＡｒＦ
エキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する反射率は１９．８％であった。また、Ａｒ
Ｆエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する光学濃度（ＯＤ：Optical Density）は
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３．０であった。
以上のようにして本比較例のバイナリマスクブランクを作製した。
【００７５】
得られた本比較例のバイナリマスクブランクを用いて、実施例１と同様にフォトマスクの
製造を行った。
　得られた本比較例のフォトマスクは、形成した遮光膜パターンのＣＤリニアリティは、
７ｎｍであり、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を満たすも
のにはならなかった。また、ＣＤ均一性についてもばらつきが大きく、求められる値を満
たすものにはならなかった。
【００７６】
（比較例２）
　石英ガラスからなる透光性基板上に、ＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、スパッ
タターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計含有量に対する
Ｍｏ含有量が９．５％）を使用し、アルゴンと窒素とヘリウムの混合ガス雰囲気（Ａｒ：
９ｓｃｃｍ、Ｎ２＝８１ｓｃｃｍ、Ｈｅ：７６ｓｃｃｍ）中で、電力２．８ｋＷの反応性
スパッタリングを行うことによって、膜厚６９ｎｍのＭｏＳｉＮからなる位相シフト膜を
形成した。なお、この位相シフト膜は、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）でお
いて、透過率は６％、位相シフト量が略１８０度となっている。
【００７７】
次に、上記位相シフト膜上に、インライン型のＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いて、
裏面反射防止層と表面層（遮光層と反射防止層とを兼ねる層）とからなる総膜厚が５９ｎ
ｍの遮光膜を連続成膜で形成した。
最初に、スパッタターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンと窒素の混合ガス雰
囲気（Ａｒ：７２ｓｃｃｍ、Ｎ２：２８ｓｃｃｍ）中で、電力１．７ｋＷの反応性スパッ
タリングを行い、ＣｒＮからなる裏面反射防止層を形成した。
続いて、クロムターゲットを使用し、アルゴンおよびメタンの混合ガスと、一酸化窒素と
、ヘリウムの混合ガス雰囲気（Ａｒ＋ＣＨ４：９５ｓｃｃｍ、ＮＯ＝５ｓｃｃｍ、Ｈｅ：
４０ｓｃｃｍ）中で、電力１．７ｋＷの反応性スパッタリングを行い、下層にＣｒＣＮ層
、上層にＣｒＯＮ層の２層構造の表面層を形成した。
【００７８】
続いて、スパッタターゲットとしてＭｏとＳｉを含む混合ターゲット（ＭｏとＳｉの合計
含有量に対するＭｏ含有量が９．５％）を使用し、アルゴンと一酸化窒素とヘリウムの混
合ガス雰囲気（Ａｒ：８ｓｃｃｍ、ＮＯ＝２９ｓｃｃｍ、Ｈｅ：３２ｓｃｃｍ）中で、電
力１．８ｋＷの反応性スパッタリングを行うことによって、膜厚１２ｎｍのＭｏＳｉＯＮ
からなるエッチングマスク膜を形成した。
【００７９】
上記のように作製した位相シフト膜と遮光膜（裏面反射防止層と表面層）との積層構造に
おいて、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に対する光学濃度（ＯＤ：Optical 
Density）は３．１であった。
以上のようにしてハーフトーン型位相シフトマスクブランクを作製した。
【００８０】
得られた本比較例のバイナリマスクブランクを用いて、実施例２と同様にフォトマスクの
製造を行った。
　得られた本比較例のフォトマスクは、形成した遮光膜パターンのＣＤリニアリティは、
６ｎｍであり、ＤＲＡＭハーフピッチ３２ｎｍでフォトマスクに求められる値を満たすも
のにはならなかった。また、ＣＤ均一性についてもばらつきが大きく、求められる値を満
たすものにはならなかった。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係るマスクブランクの第１の実施の形態を示す断面図である。
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【図２】図１のマスクブランクを用いたフォトマスクを製造工程を示す断面図である。
【図３】本発明に係るマスクブランクの第２の実施の形態を示す断面図である。
【図４】図３のマスクブランクを用いたフォトマスクを製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【００８２】
１　透光性基板
２　遮光膜
３　エッチングマスク膜
４　導電性マスク膜
５　レジスト膜
６　位相シフト膜
１０　マスクブランク
２０　フォトマスク
３０　位相シフトマスクブランク
４０　位相シフトマスク
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

